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第４章 （仮称）こどもセンター･図書館複合施設 施設整備方針 

１. 施設コンセプト 
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２. 相乗効果と新たな価値を生み出す方向性 
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児童相談所・
こども家庭センター 図書館

子育て支援広場
一時保護所

教育センター
DV相談室

子どもの
居場所機能

多目的広場

すべての機能が相互につながって生み出すプラスαの価値

相互連携により相乗効果とプラスαの価値
を生み出します。

（仮称）こどもセンター・図書館複合施設機能連携図

子どもの権利を尊重・実現し、
みんなでこどもたちを育てるまちづくりを
めざす、
子どもファーストの思いを具現化する施
設として

児童相談所を核にした子どもを支える拠点 図書館

すべての機能がその役割を発揮し、すべての機能が相互につながって、子どもを中心においたまちづくりのはじまりの
場所、チャレンジの場所、また帰ってくる場所となる。

すべての機能の相互連携により生まれるプラスαの価値・・・・子ども・大人・子どもにかかわる人 みんなが来
た時より少し笑顔になって帰れるところ

★すべての子どもたちが ～特に支えが必要な子どもたちが安心して ～一人一人に応じて利用できる
★ここに来れば困りごとの助けになるヒントがわかる ～様々な相談機能がつながりあって一人一人を確かに支える
★ていねいな相談から、新しい楽しい学びや体験まで、自分に合ったモノ・コト・ヒトと出会える・見つかる
★子ども自身が参加できるだけでなく、まちのみんなも自分にあった方法でまちづくりに参加できる
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３. 建設予定地 
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４. 施設整備計画 

(１) 施設規模 

 

 

(２) 敷地利用計画 
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(３) フロア構成 

 

 

  

 

 

(４) 環境への配慮 
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(５) 工事期間中の周辺への配慮 

 

  

  


